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お問い合わせ 

 

当団体は、消費者団体訴訟制度の制度化を受けて、不当な勧誘行為や不当条

項の使用の中止を申入れたり、団体訴権を行使していくことを重要な活動内容

として、関西地域の７府県の消費者団体や消費者問題に取り組む個人によって

構成され、２００５年１２月３日に結成された消費者団体であり、２００７年

８月２３日には、内閣総理大臣より消費者契約法第１３条に基づく適格消費者

団体として認定されました（組織概要についてはホームページをご参照くださ

い）。 

さて、当団体に貴社が提供する「ヘパリーゼ」ブランドの商品群（以下個別

商品を指さない場合ヘパリーゼシリーズと呼びます）に関する情報が寄せられ、

当団体にて消費者の誤認を招く表現、景品表示法上の疑義がないかについて検

討しております。 

つきましては、貴社に対し､下記のとおり質問がございますので、２０１５年 

１２月２５日までに文書でご回答いただきますようお願い申し上げます。 

なお、本文中の貴社ｗｅｂサイトの引用は、１１月２６日時点のものです。 

 

今後、貴社より期日までに何らかの回答をいただけない場合は、回答がなか

った旨を公開させていただくことになります。 

このたびの「お問い合わせ」を機に、当団体担当者と面会の上協議を行いた

いとお考えの場合は、その旨上記の回答期限までにご連絡願います。貴社の誠

実、真摯な対応を期待します。 

また、当団体は、貴社との交渉経緯等を勘案の上、公開にて（当団体ホーム

ページ等への掲載を含みます）不当条項の使用停止などの「申入れ」をさせて

いただく場合がありますので、予めご承知おきください（当団体の活動方針に

ついては、詳しくは別添の「ＫＣ’sの『お問い合わせ』『申入れ』『差止請求訴

訟』における活動方針・情報公開ルールについて」をご参照ください）。 

http://www.kc-s.or.jp/


 

記（質問事項） 

 

１．２０１５年１１月２６日現在のヘパリーゼのサイトによると、医薬品とし

て「新ヘパリーゼドリンク」「ヘパリーゼハイ」「ヘパリーゼキング」「ヘ

パリーゼプラスⅡ」の４種類、指定医薬部外品として「ヘパリーゼ Amino」、

清涼飲料水として「ヘパリーゼＷ」「ヘパリーゼＷHYPER」「ヘパカン」、

炭酸飲料として「ヘパリーゼＷSparkling」、栄養補助食品として「ヘパリ

ーゼＷ粒タイプ」と合計で１０の商品があります。 

 ①医薬品の４種類に関して、各々どういった症状を治癒、もしくは改善する

商品か、お教えください。 

 ②医薬品の４種類及び指定医薬部外品の商品に関して、ｗｅｂ上の効能効果

の表記が以下のようになっており、違いが見られません（指定医薬部外品

の商品は効能効果の並ぶ順番は違います）。各々の商品の効能効果の違い

及び効能効果以外の具体的な違いをお教えください。  

 

 ③清涼飲料水、炭酸飲料及び栄養補助食品５種類に関して、各分類（清涼飲

料水、炭酸飲料、栄養補助食品）の具体的な違い及び各商品の具体的な違

いをお教えください。 

 

２．「ヘパリーゼＷ」、「ヘパリーゼＷHYPER」、「ヘパリーゼＷ粒タイプ」の

貴社ｗｅｂ上の表記は以下のようになっており、「飲む人にうれしい２つ

の成分」との表記が見られますが、これは「お酒を飲む人にうれしい」こ

とを意味するのでしょうか。 

 

           



 

３．ヘパリーゼシリーズの医薬品のテレビコマーシャルにおいて、飲み会もし

くは飲み会から帰るタクシーのシーンが見受けられますが、貴社ｗｅｂ上

の効能効果の表記には、特に二日酔いや飲酒時に対する効能効果の表記は

認められません。二日酔いや飲酒時に対する効能効果はあるのでしょうか。 

 

４．貴社はヘパリーゼシリーズにおいて、外装に用いられている肝臓らしき絵

など、医薬品・指定医薬部外品と清涼飲料水・炭酸飲料を統一したイメー

ジで展開されているように見受けられます。実際テレビコマーシャルも、

「ヘパヘパヘパリーゼ」などと同じく統一したイメージで放映されている

ようです。これは効能効果のある医薬品などと、効能効果の期待できない

清涼飲料水などをいたずらに誤認させる結果につながりかねないと、当団

体は認識していますが、貴社の見解をお教えください。 

 

以上 

 

 

 

 
 


